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緊急学習会 

えっ!薬がもらえない? 

ＯＴＣ類似薬保険外しの問題点を学びましょう 
 政府は、「ＯＴＣ類似薬の保険給付のあり方の見直し」を 2025 年の「骨太方針」に盛り込みました。今後の

議論で 2026年度から医療保険の対象外となる可能性があります。風邪薬、抗アレルギー薬、湿布、保湿剤など

が見直しの対象とされていますが、患者の自己負担が増大する、受診控えが起こる、適切な診断・治療が行われ

ずに重篤化するなどの問題が指摘されています。 

 ＯＴＣ類似薬保険外しの問題点を学び、保険外しをさせない取り組みをすすめていきましょう。 

 

10 月 12 日(日)14:00〜16:00 

京都社会福祉会館２F１･２･３会議室 京都市中京区壬生坊城町 48 番地 6 

講師：中村 暁さん（京都府保険医協会事務局次長） 

参加費無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催 ＮＰＯ法人京都難病連・きょうされん京都支部・京都府保険医協会・京都社会保障推進協議会 

tel:075-801-2526/fax:075-811-6170/mail:shahokyokyoto@gmail.com 
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京都社会保障推進協議会 

事務局長 松本 隆浩： 

皆さん、こんにちは。本日は『OTC 類似薬保険外摘要の問題点』の緊急学習会になります。 

政治が動いてる中での学習会ですので、しっかりしていきたいと思います。 

私、司会をします京都社会保障推進協議会の松本です。 

それでは、最初に今日の学習会の主催団体の 1 つであります難病連の北村代表理事から（ご挨拶

を）お願いします。 

 

NPO 法人京都難病連 

代表理事 北村 正樹： 

どうもこんにちは。京都難病連の北村です。本日は OTC 類似薬保険外問題勉強会と言う事でお休

みのところ本当にご苦労様です。 

今年は医療関係では高額医療費上限額の問題。そちらも少し問題として起きまして、そしてこの問

題があるんですけれども、京都社会保障推進協議会、きょうされん、保険医協会の方に来ていただ

いてご説明いただいて、これはまずは勉強して、今後どう動いていくか担当としてまた当事者とし

てどのような活動をしていけばいいのか、勉強していきたいと思います。 

OTC 類似薬、最初はちょっと馴染みにくいかもしれませんけど、あとはそちらから説明いただい

て、今後どのような動きをしていくか、皆さんと一緒に考えたいと思います。どうぞよろしくお願

いします。 

司会進行： 

それでは早速ですけれども、OTC 類似薬保険外しの問題点を学ぶということで、京都保険医協会

の、中村曉さんからお話いただいてその後、質疑をと思っております。ではお願いします。 

講師： 

京都府保険医協会 事務局次長 

（福祉国家構想研究会 事務局長） 中村 曉 
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中村 曉 講師： 

こんにちは。ご紹介いただきました京都府保険医協会の中村です。 

皆さんお手元にレジメと資料が 2 つ。それからこういうカラーの裏表の A4 のもの。ちょっと字が

小さいんですけど、A3 のこういう一覧表ですね、こちらを用意させていただいてますので、これ

を使っていきたいと思います。 

最初に皆さんにお願いがありまして、レジメにページを打つの忘れていましたので、皆さんすいま

せんが各自でぺーじを打っていただきますと分かりやすいかと思いますのですいません。 

10 ページまであれば正解です。 

 

では、1 枚目から見ていきたいと思います。資料に沿ってお話いたします。 
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タイトルですね、『社会保険料軽減のための OTC 類似薬の保険適用除外を批判する』という題名に

合えてしていまして、この間の総選挙とかで参議院選挙の中でも社会保険料の軽減というのがある

いは増やすために社会保険料を低減する。 

そういう形で社会保険料を下げるという話が、主に野党の方からの要求・公約として訴えられてい

るということがあります。 

この社会保険料軽減して確かに社会保険料高いので、下げて欲しいんですけれども、結局社会保険

料を減らす・・・下げるには医療費を下げなあかんという話になってしまうんですね。なので、医

療費を減らすという話になると、今の医療サービスをどこか削っていくという話になるわけです。

そういう話の流れで、実は OTC 類似薬の保険適用除外の問題というのは、その他のそういったそ

の政治の論戦の中の関係で、ポンポンポンと進んできた。そういう感じを私は思っていまして、そ

もそも社会保険料軽減ということ自体をどう考えるのかということも含めて、この問題はちゃんと

捉えないといけないかなということで、こういう回答にしています。 

それから北村代表理事のお話にありましたが、この（OTC 等）大変馴染みにくいので説明という

のを最初につけていて、途中で何度も説明は出てきますが最初に一応はこの用語の説明を見ておき

たいです。 

 

OTC という言葉はオーバー ザ カウンター（Over The Counter）の OTC です。 

店頭とか小売りという意味になるので、カウンター越しにお薬が気軽に買えるというイメージで

す。なので OTC 薬というのは『市販薬』のこと売薬のことになります。 

OTC 類似薬とは何かということですが、『市販薬』と同じ成分だけれども、医師の処方によって出

される薬のことです。 

なので我々がお医者さんにかかった時に保険で出してもらえるお薬。そのお薬の中には実は、市販

でも売っている同じ成分で・・・お薬がある。これを国は OTC 類似薬と呼んでいるということ。

ややこしですが、OTC 薬と言ったら市販薬、 OTC 類事薬と言ったら市販薬と同じ成分だけれど
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も、ドクターの処方で出されているというお薬ということになります。 

スイッチ OTC という言葉があります。 

スイッチ OTC って何かと言うと、医療用医薬品として長年使用されてきたけれども、安全性や有

効性が確立されたからもう市販薬として販売しても大丈夫じゃないかと、これは国が判断するんで

すけれども判断されたお薬、これがスイッチ OTC 化です。OTC 薬に切り替える。そういう意味で、

スイッチ OTC というのも少し出てきますので、載せておきました。 

また、途中でもしつこいめに（出て来ますが）レジメにも書いていますので、判らなくなったら 1

ページ目を見てもらって（ご確認ください）。 

という事で早速レジメに入っていきます。 

1 番ですね。『病気を抱えながら必死で生活してる人のことをもっと想像して欲しい。』 

これは、現在行われている OTC 類似薬の保険適用除外に反対をするネット署名に書かれている言

葉です。ここの 1 番のところは基本的にネット署名に書かれているものをそのまま写しています

ので、皆さんでこの署名に何が書いてあるのかという事を共有したいと思います。 

署名活動の趣旨を読み上げているこの患者さん。魚鱗癬の患者さん。 

私は生まれつき「魚鱗癬（ぎょりんせん）」という難病を抱えながら生活しています。 

魚鱗癬は全身の皮膚が乾燥して硬くなりボロボロと剥がれるので皮膚の機能が正常でなくなり、ア

レルギーが強く出て、強い痒みと痛みが伴ったり、体温調整ができなかったりします。 

日常生活を継続させるために、複数の薬を使用しての皮膚の保湿・保護が欠かせません。また、内

臓薬でアレルギーを抑える必要もあります。患者の多くは、頭から足先までの保湿・保護が必要で、

乾く度に塗る必要があることから、薬の使用量も多くなります。 

こうした大切な薬が今後、保険適用から除外され、保険が効かなくなってることですね。 

これまでと同じように使えなくなるかもしれません。そうなると、私と同じように困る人が全国に

たくさん出てくるでしょう。 

薬代を支払えないために病気が悪化したり、命に影響したりするような事態になるのではと心配

し、今回署名を立ち上げることにしました。と冒頭に書いています。 
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QR コードが貼ってありますので皆さんスマホ等で読み取っていただくと、すぐに署名が出来る形

になっています。 

 

＜今使っている薬が、保険適用除外に＞ 

2025 年度予算の審議が進む中で国民医療費「4 兆円削減」の議論が急浮上しています。これの紹

介で次ページです。報道によれば「OTC 類似薬の保険適用除外で医療費を削減する」という内容

が含まれているようです。 

薬局やドラッグストアなどで直接購入できる医薬品（OTC 医薬品）に似ている処方箋が必要とさ

れるのが OTC 類似薬です。その中には私が使用している保湿剤の「ヘパリン類似物資やアレルギ

ーを抑える、「フェキソフェナジン」等も含まれています。こうした OTC 類似薬が保険から外され

たら、治療を必要としている患者の経済的負担が大幅に増えることになります。 

 

＜「指定難病医療給付制度」から外れてしまったら＞ 

現在、難病患者には指定難病医療給付制度があります。指定難病と診断された場合、難病の治療費

は上限以上は支払わなくて済むなど、患者の経済的負担を軽減しています。 

私の使っている薬が保険適用から外されたら、この指定難病医療給付制度にも該当しなくなるので

はと不安が募っています。そうなると医療費が生活を圧迫し、生活がままならなくなります。生活

のために薬代を節約しようとすれば病気が悪化し、仕事を含む日常生活がままならなくなる程の身

体的負担がのしかかってくるでしょう。 

 

＜各種団体からも反対の声＞ 

日本医師会からも、受信控えに伴う健康被害が生じたり、患者の経済的な負担が増えたりするほか、

薬の適正使用も難しくなるとして、OTC 類似薬の保険適用除外に反対する意見が出ています。 

また日本薬剤師会も 2 月 18 日に会見を開いて、OTC 類似薬の保険適用除外に反対という意見を

表明しています。安心して医療が受けられるように、治療を必要とする人が治療のために使用して

いる薬に関しては、これまでと同様に保険適用としていただくことを心から願ってます。是非賛同

していただきますように、よろしくお願いいたします。以上、署名の引用であります。 
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全体として何が起ころうとしているかと言う事です。これを読んでいただくとイメージが湧くので

はないかなと思います。 
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すでに、魚鱗癬の患者さんは署名を提出されています。 

骨太の方針の中に処方薬の中で市販薬に効能が似た OTC 類似薬の保険給付見直しが盛り込まれた

問題で、（これ赤旗の報道ですが）難病患者の家族が 18 日、8.5 万人以上のオンライン署名を提出

されています。今も署名を受け付けているということです。 

3 ページに移りますが、後ほど詳しくお話しますが自民党、公明党、日本維新の会は国民医療費の

「最低 4 兆円削減」を念頭に OTC 類似薬を保険適用から外そうとして、その動きに危機感を抱い

て、署名を呼びかけて賛同者が急増して、それを提出したということです。 

厚生労働省の中で、この当事者の方は「2 ヶ月に 3 回通院し、1 回の診察料と薬代は保険適用で

2000 円から 3000 円。保険から外れれば薬代だけで 6 万円以上かかる。病気を抱えながら必死に

生活している人のことをもっと想像して欲しい」ということで、厚生労働省に訴えた。 

「高額医療費見直しに続き、命に関わる医療制度改悪をするのか」ということで書いてあります。、

厚生労働省は、「何をやるか今後検討する」という不思議な答えで、これではと思っていますが、
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そういうことで言及をして、それだけに止まったというのが 6 月 19 日の新聞の記事になります。

私たちが聞いている話だと、やはり厚生労働省自身がこの OTC 類似薬の保険外しという話は、元々

自民・公明・維新が協議の中で、一応合意しているという方向性なんですけれども、その厚生労働

省という省庁として、OTC 類似薬という括りでそれを保険からポッと外していくみたいなこと自

体を厚生労働省が発信してるわけじゃないんです元々。 

厚労省に保険医協から聞いてみると、厚労省としては OTC 類似薬という言葉の定義自体が、実は

厚労省の中ではっきりとあるわけではない、そういうレベルの話なんです。 

ということで、実は厚生労働省自身も少しこのことについては戸惑ってる感じが印象としては僕が

持っています。これでしっかり運動すれば跳ね返せる可能性は十分にある。 

では、なぜそんな話が出てきたのかというところをお話していきます。 

 

3 ページ 2 番の「現役世代の社会保険料負担軽減」のための医療費削減策というところをご覧くだ

さい。 

 

今、お話ししたように医療保険で現在給付をされている、医療保険サービスとして提供されている
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OTC 類似薬をわざわざ保険給付から外そうとする動きが、なぜ今強まってるいかという問題です。

一言で言うとそれは国の医療費の抑制政策である。医療費を減らしていく政策。これが背景にある。

実は国は、80 年代から一貫して医療・福祉にかかる国の持ち出しを減らそう減らそうとしてきて 

いるわけです。 

特に 90 年代の小泉政権以降の新自由主義改革というのは、「いつでもどこでも誰でもが保険証 1

枚で必要な医療が必要なだけ受けられる」という、この「国民皆保険制度」の解体を追求するよう

になっています。その解体というのは、保険制度をやめてしまうというよりも保険で給付される医

療の中身を国がコントロールできるようにする仕組み。 

今どうなっているかと言うと、保険で医療を受けられるということは、その医療をどのような医療

を受けるのかっていうのはお医者さんが専門的な判断で決めてるわけです。私たちは自分たちでど

んな病気なのかとか、どんな薬を飲んだ良いのかとか自分では判断できないわけで、結局お医者さ

んが専門的な検知から「この人はこういう病気だからこういうお薬が必要だ、こういう治療が必要

だ」というようになって、そうなるとどうなるかと言うと、ドクターが必要だと判断した医療はど

んどん上乗せされていく。 つまり給付としては、抑制ではなく医師の判断に委ねているので、国

から見れば青天井になっていってしまうわけです。これが国は気に入らないわけです。 

なんとかそこにキャップをはめられへんかとか、医師の専門的な判断というものをコントロールで

きないか、管理できないか、抑制できないか、そのことを一生懸命考えてる。これが小泉政権以降

の医療保険制度改革のやり方と考えられます。 

OTC 類似薬の保険外しの問題というのは、その一環として出てきていると捉えるべきだろうと思

います。これに勢いがついてしまったのは、この間の国政選挙で自民・公明が苦戦をして、公明党

連立離脱ということになってしまってるわけですけれども、変わって躍進をした野党ですね、国民

民主党とそれから維新の会、それから参政党ですね。この 3 つの野党が基本的に「手取りを増や

す」とか「社会保険料を軽減する」という政策を打ち出した。 

このことは国民の支持も得たけれども実は国の狙いと噛み合うわけです。なぜかと言うと、社会保

険料を下げるには医療費を減らすという話に持っていきやすいからです。そこが噛み合って OTC

類似薬の保険外しというのが、一気に現実味を帯びてきたと思ってます。 

国民民主党は「手取りを増やす」と公約をしていて、何を言ってるか「現役世代の社会保険料の負

担軽減を訴える。 ただそれの中身を見てみると、年齢ではなく負担能力に応じた原則 2 割の窓口

負担と公費負担増。それから公期負担増の一方で保険診療と自由診療範囲の見直しというようなこ

とを言っていて、要は自由診療ということですから保険がきく医療の範囲をもうちょっと狭めて自

由診療・・・全額自己負担の自由診療の範囲を増やしていくということをやれば医療費を抑えるこ
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とができて、社会保険料が減るんじゃないかと国民民主は言っているわけです。公約の中で。 

日本維新の会も「社会保険料が原因で給与が上がらない」「医療費を 4 兆円削減」するべきだって

維新の会が言ったわけです。彼らの主張は、手取りを増やすために医療費を減らせと言っている。

社会保険料を下げるために医療費を減らせ。これはもう政策としては全くまともなものではない。 

はっきり言ってデタラメだと思うんですね。 

これ要するに例えると弱年世代の水道代の負担を減らすために水道からの水供給を減らせと言っ

てる。水道代を減らすためには水道の蛇口を開けても水があまり出ないようにしたらいいと言って

るとしたら、それは解決には実はならない。保険料が下がっても医療が受けられずに命が奪われて

しまっては何の意味もないからです。 

社会保険料が生活を圧迫するほど高いという状況になっている。これは間違いないわけで、そうな

のであれば、必要なのは公費を増やすということが本当は必要なのであって、医療費の方を減らす

という議論自体はもう間違っていて、政策としてはそこに触れない彼らの政策そのものが実はデタ

ラメでむちゃくちゃなものだと思います。 

ところがそのむちゃくちゃを与党が丸のみをしてしまって OTC 類似薬の保険適用除外というのが

進むようになってしまいます。 

 

大きなきっかけは 2025 年 6 月の自民・公明・維新の合意だったわけです。 

4 ページです。 

合意は、実は OTC のこと以外にも、例えば病床削減、病院のベッドをあと 11 万床減らせなどの

話が合意の中にあるわけです。そういう 4 つの内容を含んでいるんですけれども、この合意の中に

はいずれも社会保険料の引き下げというのが念頭に置かれている。 

 
 

OTC 類似薬については 2 つのことを言っています。 

1 つ目。類似の OTC 医薬品が存在する医療用医薬品、すなわち OTC 類似薬の保険給付のあり方の

見直しについて、早期に実現が可能なものについては令和 8 年度から実施をする。 

その際、成分や用量が OTC 類似薬と同等の OTC 類似薬をはじめとする OTC 類似薬一般につい

て、保険給付のあり方の見直しの早期実施を見直す。だから OTC 類似薬全体に網をかけるという

ことを言っています。 

2 つ目。この言葉を後で詳しくみますが、セルフメディケーション推進の観点からスイッチ OTC
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化にかかる政府目標。 

これは元々、規制改革推進会議で目標を持っているんですけれども、令和 5 年末の時点で海外の 2

カ国以上でスイッチ OTC 化、すなわち市販薬にもうなっている薬で、日本で市販薬にまだなって 

いない薬が約 60 成分ある。これを令和 8 年末までに全部 OTC 化する。これは断言している。 

つまり今の OTC 類似薬を保険から外すだけではなく、今 OTC になっていない医療用医薬品につ

いても OTC にどんどんしていきます。次どうなるかと言うたら、ほんならそれはまた OTC 類似

薬だという話になって、その次この 60 成分がさらに保険から外されてという流れになっていく。

こういうことを合意の中で書いてある。維新の会が保険きかないようにする OTC 類似薬の 28 の

有効成分というのを出しています。それがこの（資料として渡した）A3 の資料なんです。 

 
 

ここに書かれている、自分がこれ飲んでるなとか、それ処方されてるな。これ確かにお医者さんが、

よく処方されるお薬が並んでいます。もうこの薬は全部市販薬としても売っているので、もう保険

から外したらいいんじゃないのってことになる。 

皆さん見覚えのある薬が結構あるんじゃないかな。先ほどのあの署名をされている患者さんで言う

とこのヘパリンこれが外される。酸化マグネシュウムも外れる。 

こういうものが出ていて、これを候補として上げている。猪瀬直樹さんが自分のホームページに載

せていて、一応これが維新の想定している（保険適用を）外す中身です。 

これを厚労省が全部外すと言っているわけではないです。維新が言ってる中に、これちょっとお金

の面でですね、ちょっと見てみますっていうのがこのカラー版のですね、裏面を見ていただきます。 

市販薬と医療用の同じ量。1 番上のアレルギー性鼻炎だったらアレジオンですね。これ医療医薬品

としては薬としては 70 円。これ市販薬になると 2,138 円で売っている。31 倍です。 

ムコダインが 60 円。市販だったら 2,541 円で。これ非常によく聞くロキソニン。名前を良く聞く

ロキソニンですね。ロキソニンだったら 40 円が 768 円。ベトネベート軟膏だったら 40 円が 2,178

円。市販薬だったらリンデロン軟膏っていうんですね。こういうすごい価格差が実はある。 
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この医療用医薬のお薬自体はこういう値段なんですけれども、お医者さんにかかってお薬だしても

らう時は、その診療代もお医者さんに払いますから、その診療代と合わせると単純には比較できな

いですけれども、薬だけで言うとこういう仕組みになっているというわけです。だから単純にこの

1 番上のアレジオンを飲んでる方が、これ全部自分でこれから買ってくださいとなったら 31 倍の

負担度になる。 

非常に大きな影響があるんですね。大きな影響があるっていうことは逆に言うとそれだけ費用を減

らせる薬が選ばれてるということになるということです。 

 

4 ページの方に戻っていただきまして、OTC の方のお話を紹介していくと、これもうこれから OTC、

市販薬に変えていくわけです。その目標については規制改革会議が 2023 年 12 月についている。 

今年 3 月の規制改革会議の「医療・介護ワーキンググループ」という会議の配布資料の中では、そ
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の条件に当てはまる「58 成分」が掲載されています。 

その薬も見ていると海外で 2 カ国以上なんで、その国がどこなのかも書いてないんですけれども、

海外で 2 カ国が本当にそれで根拠になるのかと思うんですけど、2 国オッケーだったらもう日本も

OK にしてしまえよっていう結構乱暴なんですよね。それが一覧に出ております。今日（資料とし

て）つけてないです。 

今、申し上げたような中身が基本的には 6 月の・・・署名にもありました・・・骨太の方針 2025

年にすでに書かれているので、あそこに書かれる閣議決定事項ですから、あそこに書かれたら現時

点の政権の枠組で言うとこれは国家の方針であるということに、もうなっているということです。

なのでこれから縮々と進められると、もうその具体化を厚生労働省がどうしようかを考えさせられ

ているという状況に現状があります。 

ただ、政権の状況というのがよく分からなくなってきているので、公明党が離脱をするということ

自体はもう確定的なことになってきてるようですけれども、引き続き自民党が与党として新たに 

政権を・・・何か連立を模索していくのかどうかっていう話なんですけれどね。やっぱり危惧する

のは国民民主党とか、維新とか参政党という勢力というのは自民党や公明党以上に医療問題につい

ては厳しい抑制路線を提案していると言う事なので、どのような政権の枠組みになるかっていう時

に、その維新とか国民とか参政というものが、その政権の一角に入っていくっていう流れにどっち

にしてもなりそう。今の状況の中ではこの OTC の問題というのは、ほっといて止まるということ

にはやっぱりならない。何かしらやはり運動して国民の声を届けていかないと、止まらないのでは 

ないかというような政治状況だと考えています。 

4 ページの 3 番の方に入っていきます「日本における医薬品の分類―OTC 薬と医療用薬品―」 

先ほどから使いながら今更なんですけれども、もう 1 度おさらいということで、もう 1 度紹介し

ます。 

 

日本の医薬品は医療用医薬品と一般用医薬品に分かれています。 

医療用医薬品というのは基本的にはお医者さんの処方や指示がなければもらえないお薬。 

一般用医薬品というのはお薬屋さん、ドラックストアとかで売っている薬のこと。医療用医薬品は

保険医療機関で医師の処方がなければ入手できないので保険薬と呼ぶこともあります。 
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一般用医薬品は OTC だったですね。医師の処方がなくても薬局やインターネットで購入可能であ

る。ただし OTC 薬も医療用医薬品と一般用医薬品の 3 分類というのに分類されるんです。 

これはせっかくの機会なので一載しておきます。カラーの方の図①ですね。 

 
 

ドラクストアに行って市販薬を買われることってあると思うんですけれども、お薬によってはカウ

ンターの向こうの背中側にあってこっちのフロアの方には置いてないとかあると思うんですね。 

これは、市販薬の分類でどこに並べるかというか、どのように売るかということが実は決められて

いるんですね。要指導薬品という。 

これが 1 番厳しくして例えば先ほど言ったスイッチ OTC されたばかりの薬とそういうお薬という

のは、手に取れない場所に置いておかなければならなくて、薬剤師さんが対面で指導しないといけ

ないというルールになる。 

一般医薬品ということになっても、この第 1 類薬品というのは副作用がきついとかいうことです

ね。、そういうお薬だったらこれは自由に手に取ることができない場所に置かなければならない。

こういう扱いが決まっています。なので、市販薬になったからという全く古いかと言えば実は本質

はそうだったということです。これは参考です。 

今後、市販薬を買われることがあれば、これは第 1 類だなとかいう部分も分かればいいかなと思っ

て事です。 
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それから、「医療用医薬品の承認プロセス」ですね。 

 

これも参考までというぐらいですが、カラーの下段に製薬会社が作った表です。（※出典：製薬産

業 2016） 

 

結構、長い時間をかけて基礎研究から始まって臨床研究治験を終えて、やっと申請をして承認審査。

これ国がやるんですね。承認審査があって厚生労働省が承認してから、承認したら基本的にはでき

るだけ早い時に保険適用をするということですので、保険適用をされてあるいは、最初から市販薬

としてのパターンもあるんですけれども、こういう形で決められているという事です。 

5 ページです。今、申し上げたように承認された新薬は原則承認から 60 日以内、遅くとも 90 日

以内に薬価収載というのがされたら、それは保険適用の薬にするということです。 
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その後、医療用薬品として用いられたお薬が、一般用医薬品に転換されるのがスイッチ OTC 薬で

す。 

このスイッチ OTC 薬の承認が開始されたのは 1983 年からという記録になっています。 

今回、保険適用除外が狙われている OTC 類似薬は、すでに一般用医薬品として市販されながらも

引き続き医療用医薬品として薬価収載されているお薬で、元々は 医療用医薬だったお薬。 

それがスイッチされて市販薬として括られているいうこと。ということは OTC 薬に類似してるん

ではなくて、市販薬なんだけど医療用薬品に類示しているということの方が正しい順番として。

元々は医療用医薬品だったわけですから、この OTC 類似薬という言葉自体も実は結構バイアスが

かかってるとか、市販薬と同じような薬を医者が出してる。そういう印象を持たせるための言葉で

あるということは間違いかなと思いました。 

OTC 薬にしていくプロセスも、基本的に製薬会社の方が申請をして、厚生労働省に認めてもらう

という流れになっているので、製薬会社としては医療用医薬品としてお医者さんに下ろしているよ

りも市販薬として販売されている方が多分儲かるんだろうなと思うんですね。 

なので、これはいけるんじゃないかという薬は、市販薬にしていくという流れ。やっぱり企業の本

分も求めているということ。 

5 番ですね。「国は医薬品の保険外しを昔から狙っていた」というところに入ったと思います。 

歴史的な話なんですが、1960 年に国会成立した改正薬事法は国民皆保険が始まる直前だったんで

すけれども、この皆保険が始まるという前に保険が利くお薬と、保険を利かせないお薬というか、

それ以外の薬を分けるかという話で、この時に医療用医薬品と一般用医薬品の分類というのを作っ

た。それが 1960 年でした。 

その後、保険制度ができるわけですけれども、改正薬事法が出来るわけですけれども、その後 1983

年に実はお薬を保険適用から外すということが狙われた時期があったんですね。 

1983 年のことでした。当時は、医療費亡国論という言葉が国から出されて、これ当時の吉村さん

という官僚の人が、「このまま租税や社会保障負担が増大すれば、日本社会の活力が失われる」な

どと言ってこれが話題になる。 

だから医療費を抑える必要がある、そうしないと国家が存亡の危機になる。こういうことが国から

された。 
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そういうことを背景に、健保本人の自己負担が導入されていくっていう流れになっていくんです。

この時期に実は厚生省は保険事業等により代替可能なビタミン剤や風邪薬は医療上必要な場合を

除いて保険給付から除外するというように 1984 年の（厚生省の）概算予算要求に明記したという

ことがありました。 

あまり知られていない話なんですけど、そういうことをやろうとしたことが実はあったというこ

と。その時には「281 品目の薬剤」が給付から除外されようとした対象リストというのも出されて

いた。この対象は確認できてないんですけれどもそういう動きがあった。 

しかしながらこの頃行われた総選挙で自民党が大敗をした。この時の適用除外は「見送り」になっ

たんですが、代わりにこの時期からスイッチ OTC 化が始まったということになる。同じ 83 年の

出来事です。これは勘ぐりでしかないんですけれども、例えば製薬企業との関係の中で、もう保険

から外して市販薬に最大 281 品目外しちゃいましょう。みたいな話が国と製薬の間でもしあった

として、それを自民党が選挙までにうまくできなかった。 

代わりにそのスイッチ OTC 化ということで市販薬に色々医薬品を切り替えていく仕組みをこの頃

に作ってやりますいうようにも見える。このあたりはもう少し研究が必要だなと思いますが、そう

いうことがあったということ。 

この 1983 年というのは、あの医療費亡国論ということだったんですが、当時は中曽根内閣の時代

で臨調行革というのが言われていた時代。 

この時期、厚生省は今後の医療政策―視点と方向という結構びっくりするような文書を出していた

んです。 

そこでは「健康保持・疾病予防の自己責任の明確化」と書いてある。文章なかなかこういう言葉で

今書かないんですけど、国は自己責任の明確化で医療標準というのを設定する。 

医療標準というのは、その標準的な治療や標準的な範囲が要する、保険の範囲や治療の範囲という

ものを設定して、標準の範囲を超える医療サービスについては需要にこたえるためには民間部門、

例えば高額所得者向けの自由診療やそのための民間医療保険など、いわば医療におけるニューフロ
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ンティアの育成を急がれなければならない」と書いていた。つまりもうあの保険がきく範囲は医療

標準という名前で制限してしまう。 

制限した外側で溢れてしまう医療事業については民間企業にやらせる。民間の保険制度にやらせる

んだ、そういう公私２階建ての医療保険制度というのをその時に構想して厚生省は出したというこ

とです。その中で、お薬の話というのもやっぱり出てきていたということです。 

40 年前から本日に至るまで、この国を支配してる人たちというのは、今でも同じことを言ってる。

いかにその医療費を抑えていくかということと、その抑えた医療費によって溢れてしまうその需要

を誰が受け止めるか。これは企業のチャンスにしていくんだという。これが基本的な国の政策です。

そのことは全く変わっていない。医療費抑制の異様な執念がここに現れていると思います。 

その後、お薬について動きがあったのは 1995 年です。 

一般用医薬品を薬屋さんだけではなく（昔の薬屋さんです）コンビニ等でも売れるようにしよう、

あるいは「インターネット販売」ということもこの頃から言われていた。 

これが提案された頃は村山内閣で、その頃はコンビニで薬をというのを合言葉に「消事者の利便性

向上を目指す提案」というのが当時の行政改革委員会から。 

・・・患者のことを消費者と呼んでいる。ここも突っ込みどころと思うんですね。 

6 ページですが、厚生省はちょっと頑張ったんですね。 

「医薬品の販売は薬剤師が常駐して服薬指導をする薬局でしか認められない」その後も何度も何 

度もこのことが要求されるわけです。そういう中で厚生省は、医薬品部外品というのを拡大する。 

もうわけわからなくなって薬が。今の医薬品部外品とかいうのを作って、それやったらいいですよ

みたいな形で対応していく。 

この問題はずっとせめぎ合いながら膠着状態が続くが、2003 年の小泉内閣の新行政改革の中で「医

薬品は普通の店で売れるようにする」と決めてしまった。 

以降規制緩和に向けた動きが進められて、大きなドラッグストア等ができて、そんな状況の今日に

至っている。 

こうした結構歴史的な背景もあって、OTC 類似薬の問題が出てきているということであります。 

 

６番。『OTC 類似薬の「選定療養化」』という少し難しい話になるんですけれども、OTC 類似薬の

保険適用除外というのは、保険から外したら具体的にどうなるのというのが、良く判らない。 

普段お医者さんにかかっていると、お医者さんが例えば頭痛薬で OTC 類似薬を出そうとすると、

今までは、ロキソニンを処方する。これがこれからは保険が効きません。先生はもう処方しないと

いうことになります。自分で買ってきてという話になるのかな。 
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「ロキソニンぐらい飲んどいたらいいと思うけど、自分で買ってきても私はもう薬を出さないか

ら」て言う事になるんですかという話です。 

アメリカとかの例で言うとドクターがこれは処方箋じゃないよと言って、メモに薬の名前を書いて

渡すと言う事はされてるようです。されているんですけれどもですが、そうなったらちょっとおか

しいところがあって、入院患者さんにロキソニンが必要な時は「入院患者さん自分で買ってきて」

と言う話になるんですか？それはちょっと無理じゃないですか？そういう矛盾も起こってくる。 

だから具体的に、どういう方法を取っていくのかと言う事で考えられるのは、選定療養の仕組みを

使うと言う事なんです。この選定療養というのが何かという話ですが、選定療養は保険外併用療養

制度という仕組みの 1 つです。 

 

この保険外併用療用制度というのは、元々問題が非常にある制度なんですけれども、2006 年に作

られました。要するに小泉改革の中で作られてるんですけれども、この保険外併用療養制度という

のは原則禁止をされている「保険が効く医療」と「効かない医療」を混ぜて診療する「混合診療」

解禁の「抜け穴」「突破口」として作られた。 

混合診療って何でしたか？公的医療保険制度の中で「保険が効く医療」と「効かない医療」の併用

を認めるという仕組みなんです。「保険が効かない医療」を受けるにはお金が必要になる。これが

同時に使えるという話になったら、例えばお医者さんが「なんかこういう薬が必要だけれども、こ

れ保険が効きませんから、自分でこの部分は全額自己負担で払ってください」これは、今禁止され

ている。なぜかと言うと、保険が効かない薬はお金を持ってる人にしか買えないからなんです。 

つまり医療制度の中に経済格差が持ち込まれてはいけないという原則で人権保障がある。ですから

そういう理由で混合診療は禁止されてる。ところが保険外併用療養というのはそれを一定認めてい

くルールを作るという制度です。今もある制度ですけれども、その保険外併用療養の中には「評価

療養」と「患者申出療養」と「選定療養」という 3 種類です。 
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難病団体で運動されてる皆さんだったら、この「評価療養」とか「患者申出療養」というのはもし

かしたら身近なものなのかもしれないですけれども、基本的に「評価療養」とか「患者申出療養」

というのは保険収載をされていないけれども、先進医療とかそういうものをいわば治験の一環みた

いな感じなんですけど、混合診療してもいいですよという仕組みになる。 

患者申出療養は、もっとそれがはっきりしていて患者さんが申し出するとしたら、保険収載の評価

をする。その評価をするために患者さんにその治療を受けてもらうことについては、もう混合診療

にはしません。認めます。ただ、その部分は全額自己負担してねという話なんですけど、そういう

制度なんです。評価療養と患者申出療養についても、保険収載をする前に法的な仕組みとしてこう

いう制度にして良かったかどうかというのは評価が分かれるところですが、3 つ目の選定療養とい

うこれがちょっと曲者なんです。この選定療養というのは初めから保険収載を前提としないもの

（アメニティ）が対象とされる。 
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患者希望というかでそれを対象としている。それの典型的なのが差額ベッド・個室料です。 

個室料を、患者さんが「私はもう個室でないと無理なんです」と言うと入院の時に。それで医学的

な理由で個室が必要だったら、それは認められるんですけれども、医学的な理由ではなく単純に

「この人は自分の希望だけで言っている」となったら、これはプラス α ですという話でプラスア

ルファのお金を取る。ベッド代・個室料、これは混合診療にはなりません。それを選定療養という

ところで保険収載されないということでリストとして入っているわけです。この選定療養の中に、

OTC 類似薬を入れるのではないかと考えられる。 

最近では、後発医薬品がある先発医薬品が選定療養化されています。 

2024 年 10 月から実施され、これは後発医薬品があるのに患者さんが先発医薬品を希望したとき、

ドクターとしては後発品でもいいのにと思っているけれど、患者さんが言うことでそういう薬（先

発品）を出した時には混合診療で新たに自己負担を求めるということが可能になった。 

それが選定療養として最近認められた中、それから、紹介状なしで大病院を受信した時に 7000 円

とか取られますね。200 床以上の大きな病院に行くと。あれも選定療養でこの選定療養という仕組

みを使っているんです。だから紹介状なくて大病院の外来に行くことは、わがままというかアメニ

ティだという仕組みになる。それから県によっては、救急車を選定療養にして有料化してるという 

なかなかとんでもない自治体で、この選定療養の・・・厚労省もダメだと言っているんですがやめ

ない。これ自治体の問題ですけど、例えばという形で選定療養という仕組みを使って保険の給付範

囲を縮めていくという工作が結構取られてきている。今何かと言うとそういう話になっているとい

うことですね。 

 

OTC 類似薬に限らずこれまで保険で提供されてきた医療を保険適用から除外をするということに

なって、その時に自分で買ってくださいという話にするとややこしくなるので、選定療養というこ

とにする。 

OTC は選定療養の対象とするとどうなるかと言うと、おそらくお医者さんは引き続きこのリスト

の中身が全部外されるとすれば、このリストについてお医者さんは「処方はするけれど、全額自己

負担で払って」という仕組みになるから、これは選定療養の仕組みが多分 1 番使いやすいので、こ

の仕組みを使うことになるだろうと思います。ということは医療のサイドから見れば、OTC 類似

薬は保険から外れるけれども、医療用薬品ではあり続けるということになるんじゃないか。 
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そういう薬って実は存在していて、経口避妊薬とかバイアグラとか毛が薄い人の名前忘れましたけ

ど薬とかです。お薬でそういうのは医療用医薬品だけど保険が効かないとある。 

そういう扱いと同じにするという流れじゃないかと思っている。 

7 ページに戻りますが、OTC 類似薬だけではなく保険適用から医療を除外したら、公費負担医療

制度の対象からも外れる。なのでこの難病の方々の医療制度の対象からも外れます。 

これは基本的に保険適用されてる医療に対しての医療費助成なんです。なので保険から外れるとい

うことの影響の大きさというのは、ここに現れてくるのであの魚鱗癬の患者さんが訴えられてるよ

うな状況が危惧される。だから事実この訴えというのをするという事になります。 

その難病の方々だけではなく、高齢者、障害のある人たちや若い弱年者であっても障害の方。その

方々の公費負担医療です。 

窓口負担が軽減されていますけれども、それの根拠も保険収載されている医療窓口負担の軽減です

から、保険収載から外された OTC 類似薬は全額自己負担になるということになります。 

これは、生命に関わる事態。大変危惧される。特に医療が必要な人に対しての影響。 

 

 
 

それから生活保護の受給者の方々は、医療保険制度に入っていないので、基本的に医療券で医療受

けてられてます。 

この人たちの場合は元々保険外併用療養費制度の対象になっていない。という事は保険給付から外

されて選定療養がされてしまった医療そのものに生活保護世帯の人たちはアクセスできなくなる

可能がある。  

そういう事だって想定されるという事です。この保険外併用療養費というものを活用して、保険の

効く範囲を切り縮めていくというやり方は、人権侵害が常にセットになっているという事だと思い

ます。 
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7 番。『負担増、受診控え、健康悪化への危惧』 

 

今申し上げたように医療費が制限されてる方々にとって大きな負担になります。 

いわゆる子供の医療です。子育ての医療・・・昔の乳幼児医療制度ですけれども、この医療制度も

もちろん対象になりますから、子供さんの医療についても同じ事が起こります。 

こういう事をやると、要するに受診事態を躊躇して負担が大きすぎて医療に掛かれなくなるという

ことが起こりますから大変なことで、加えてオーバードーズの問題。あと市販薬を飲みすぎたため

の健康被害が結構ある。保険協会の調査でも、結構な割合でドクターたちが提言している。市販薬

を飲みすぎた副作用で受診するという事なので、保険適用除外と言うのは私たちにとっ て何ひと

つ良いところが無いという事になります。 

 

8 番です。『社会保険制度は社会保障制度であって、社会的扶養の手段である』という事です。 

改めて今流行の「社会保険料負担軽減」のために医療費を減らすという議論をしっかり批判をする

必要があると。そのおかしさをちゃんと共有しておきたいという事です。 

そもそも、医療を含む社会保障制度というのは「租税負担を大黒柱に、貧困・生活困難、疾病、障

害など人々が生涯で直面する生活問題に対応して国民の生活保障を国家責任で行う政策である。 

公的扶助や社会手当、社会福祉サービスや社会保険を組み合わせて総合的な生活保障を行う。これ 

岡崎裕二さんの書かれた文章から引用しています。 

日本の社会保障制度というのは「社会保険」と「社会扶助」に分けられますが、いずれも国家責任

による制度があって、その財源の基本は租税であるという事です。 

従がって、社会保険料負担が重すぎて「手取りが上がらない」というのが事実であれば（事実です

が）それは国が社会保障制度であるにも関わらず、社会保険制度の財源を国民に依存し過ぎている

という事です。  

なので、保険制度だから保険料で賄うべきだという誤った社会保険観が根っこにあるからああいう
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ことを入れちゃって、社会保険料を下げるために医療費を減らすという事になってしまう。 

やっぱり公費を増やすっていうそれが基本だという事です。 

9. セルフメディケーション思想の行き着く先 

（1）セルフメディケーション税制 

セルフメディケーションという言葉が OTC 類似薬の保険適用除外の話をすると必ず出てくるので、

セルフメディケーションってなんとなくイメージつくと思うんですけれども、WHO は「自分自身

の健康に責任を持って、軽度な身体の不調は自分で手当てする事」と定義している。 

 

しかし日本の場合、厚生労働省のホームページを見ると、セルフメディケーションは括弧書きで

（自主服薬）と書いてあり、非常に狭い概念で表現をされているんです。なぜなのかという事を考

えたんですが、これはどうも日本でこのセルフメディケーションという言葉が本格的に普及をした

のが 2017 年に作られた「セルフメディケーション税制」という制度があって、この創設以降使わ

れている。 

 

こういう事になってるからセルフメディケーション税制ってどんなものかという事なんですけれ

ども、ほぼ使ったことはないわけですが、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取

組を行う個人。この定義もよく分かりませんが 2017 年 1 月 1 日から 2021 年 12 月 31 日までの間

に、要するに一定のスイッチ OTC 医薬品の購入をした場合、その支払いの合計額が 1 万 2000 円

を超える時に最大 8 万 8000 円まで、総所得金額から控除するという仕組みなんですね。税金の優

遇が OTC を買ったら受けられるという仕組みも説明の必要がないほど、あからさまに OTC 薬を

普及促進する制度なんですね。 

この仕組みは元々2021年が期限だったんですけれども、税制改正で 2026年まで期間延長されて、

今もその期間にあるわけです。 
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この中で、令和 3 年度の税制改正大綱の中に、その意図が「医療費の適正化」にあるという事がか

なり露骨に書いてあるんですね。 

「少子高齢化の中では限りある医療資源を有効活用するともに、国民が健康づくりを促進する事が

重要で国民が適切な健康管理の下、セルフメディケーション（自主服薬）に取り組む環境を整備す

ることが医療費の適正化にも資する」 と書いてあって、この時にあまり効果が無いようなものは

外して、医療費の適正化の効果が高い医薬品についてセルフネビゲーション税制の対象の薬剤にし

ようとここに書いてあります。 

7 ページです。2 段目ですが、一部外されて・・・。 

 

一方、追加された医療費適正効果が高いのが肩こり・腰痛・関節痛に関するお薬。それから風邪・

鼻づまり、アレルギーとかの症状に対応する鎮痛剤とか消炎剤とか耳鼻科用材の４薬効。 

 

その医療費削減効果は 2329 億 7000 万円という風に計算したという事なので、この制度の構図と

しては税制を使って OTC 薬へ誘導して医療へのアクセスを減らすことで医療費を抑制すると言う

事です。そのためにセルフメディケーションという「健康の自己管理」思想を振り巻くという事が

行われていうことになります。 
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（2）健康自己責任論 

「医療費的成果効果が高い」と判断された薬は、私たちが最も罹患しやすい疾患に対するものです

から、要するに「風邪を引いたくらいで医者にかからないようにしろ」というお話。 

日本における「セルフメディケーション」というのは「健康の自己責任論」の思想によったものだ

と思います。 

「健康自己責任論」は非常に古い歴史があって、1969 年ですね、自民党が「国民医療対策大綱」

の中で「健康自己責任論」というのをはっきり書いたんですね。老人医療費無料制度の廃止が正当

化される理論の支柱になって、その後今日まで基本的に健康自己責任思想というのは日本の政策に 

ずっとあると思います。 

 

骨太方針 2019 には「健康の自己責任論」が 目指すものが書いてある。 

「予防・健康づくりには個人の健康を改善することで、個人の QOL を向上し、将来不安を解消す

る。その次、健康寿命を伸ばし、健康に働く方を増やすことで、社会保障の「担い手」を増やす、

ということなんです。高齢者が重要な地域社会の基盤を支え、健康格差の拡大を防止するといった

多面的な意義があって、これらに加えて生活習慣の改善・早期予防や介護・認知症の予防を通じて 

生活習慣病関連の医療需要や伸びゆく介護需要への効果が得られることも期待する。 

政策として「健康自己責任論」を振りまく危険性というのは、病気の人が「生活習慣の改善を怠っ

たり、努力しなかった人」だとレッテルを貼り、集団から排除していくという形で作用する事が 1

番恐ろしいですね。つまり病気を個人の責任に負わせるという思想です。 

 

これはもう言うまでもなく、救貧法時代の思想に逆戻りしてるわけです。だから「貧困は全て個人

の責任であり、怠惰・不注意・無分別などの個人的悪徳の結果である」そうした努力を怠った貧者
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たちを社会的に救済するための費用を投じることは、「資本主義的生産の空費」であるだけでなく

「自己責任」の放棄を助長する反社会的行為と見なされていた。 

そんな時代、産業革命後の時代の思想ともよく似ている。なので権利としての社会保障というもの

が、ものすごく後退をして、OTC 類似薬の問題の背景には実はこういった問題があると考える。 

こういった思想が、行くとこまで行くと、2018 年の長谷川豊というアナウンサーが「ブログ」に

書いたんですね。「自業自得の人工透析患者なんか、全員実費負担にさせよ！無理だと泣くならそ

のまま殺せ！と彼は書いて、でもそう言ってる人達ってちょこちょこいるわけですね、今でもね。 

なので、こういった思想と言っていいか分かりませんが、そういったものと実は日本のセルフメデ

ィケーションというのが緩やかに結びついてると考えられますし、OTC 類似薬の保険摘要除外の

背景にはこうした人権侵害をやっぱり容認していくような国とか、あるいは今の社会の風潮みたい

なものに感じられるんじゃないかという事を危惧しております。 

 

 

まとめ。10 番ですが、社会保障制度としての社会保険制度の原則に立ち返った政策の再成が必要

だという事で、私も関わっている福祉国家構想研究会の関連の出版物で新たな福祉国家を展望する

という本があって、そこの中で「社会保障基本法 2011」というのを出していまして、第 3 条に社

会保障の定義というのを書いています。 

社会保障とは憲法 25 条が人権として保障している「健康で文化的な最低限度の生活」をこの国に

暮らす人らに、公的責任で平等に保障する制度であり、それを通じて幸福追求の権利、人間の尊厳

にふさわしい人生を選択し決定する権利を充足しようというこれが社会保障です。 

そういう理念から考えると必要な医療というのは、保険で全てカバーするのが国民皆保険であっ

て、保険料の引き下げのためには医療費を減らすのではなくて公費を増やす。これが正しい社会保

険改革の方向だ。社会保障制度としての社会保険制度の原則に沿った方策はどうなのかという事。 

社会保障というのは、市場で購買するものでもないし、住民同士の助け合いで代替すべきものでも

ない。納税や保険料支払いの有無や金額の多寡によって提供したり、されなかったりするものでも

ない。国・地方自治体の責任で全ての人たちに保障されるべきものであるということになります。 

「現役世代の負担を減らす」ために「医療を奪う」というのは最悪の発想であって、薬を保険から
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外すことで生じる多数の人の生命の危機について、想像力を働かせた政治を行わせなければならな

いという事。これで終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。 

 

 

初めて聞いた事もたくさんあったと思いますし、「ここわかんないけども・・・」と言う事や、意

見などあれば紹介したいと思います。 

質問： 

ありがとうございます。非常に分かりやすいお話だったと思うんです。私も長く医療関係に・・・

日本医師会というのが厄介な存在で、日本医師会は OTC 類似薬除外には反対してますよね。  

けれど「セルフメディケーション」これはものすごく推進していて、進めてますよね。ここにはな

んか矛盾があると思うんですけども、もちろん日本医師会の偉い人たちは良く判って言っているん

だろうけれど、最近日本医師会って我々の運動に近づいてきてます。それはどうなんかな、一緒に

やれる基盤はその矛盾を超える可能性を秘めてるのかどうかどう思います？ 

講師： 

はい。なんとなく答えにくい質問ですが。 

認証の問題だと思うんですけど、その日本医師会さんは確かに近づいているというのは、例えば共

同の取り組みにちょっと後援を出してくるようになったという話とかを言われてるんだと思うん

ですけれども 、この日本医師会に対して特に僕が強く感じたのは、保険証廃止の問題の時に要す

るに医療 DX を進めるために保険者証を失くすと言うおかしな話をしたわけですが、医療 DX を推

進する中心の、国が作ったようなその官製の、健康会議みたいな名前忘れましたけど、そこに日本

医師会とか歯科医師会みな入って推進していた。 

日本医師会とかは保険証については反対してなかったですよね。むしろ推進する側です。やっぱり

日本医師会って強いものについていくというところがどうしてもあるなと思う。 

ですが、その日本医師会の会員の人達というのは、そこらの先生たちですから先生たち 1 人 1 人

と対話をしたりお話をしたりする中では、「けしからんで！」と。保険証廃止のことにしても反対

されてる方が本当多かったわけですから。 

そう思いますと日本医師会との共同というのを・・・共闘というのを本当に考えていくんだったら

やっぱり日本医師会の会員を動かしていくという事をしないと、日本医師会というのは色々言って

も権力に近いところにいるそれを動かすというのはなかなか・・・。 

日本医師会が今は国民の側にいた方が得そうだなみたいな判断をする事があるかもしれませんけ

れども、それが何か根本的に医療を良くしてるという話にはならないから、やっぱり医師会さんと
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の話を我々がしていくというのが答えかなと思う。 

質問： 

反対じゃないんですけどね。（市販薬ではないが）薬が（必要以上に）多く出てしまいますので、

次にはすごく多い量になっていました。この（OTC 類似薬保険除外）中ではちょっと違うかもし

れないけど、医師も（患者ごとに）考えて（処方の）量を変えるというように、ちょっと変らなき

ゃいけないんじゃないかなと思うんですけど。 

講師： 

はいそうですね、日本の医師は薬を出しすぎじゃないかというような話がドクターの方からも提議

されるということは結構あります。私医師の団体にいますので、あるんですけれどもその問題とい

うのは基本的に、どういう薬を自分が飲むかとか、セルフメディケーションじゃないですけれど 

も、自分でその薬を選んでいくというのはその原理的には本当はちょっと難しいじゃないか。やっ

ぱり専門家である医師の判断があって薬剤は処方されるし、治療は提供されるというそういう枠組

になっていて、元々その持ってる情報にすごいこう対象性があるわけです。そのドクターの方がや

っぱり専門職として、この患者さんにこの薬が必要だとか、この治療が必要だと判断しているとい

う、その専門性みたいなものに対する患者側の信頼があって、この制度は成り立っているから、そ

の全体に一般的に考えて日本は薬が使われすぎなんじゃないか、それは比較の問題としてはそうい

う事はあるかもしれないし、それは改善をしていかなければならないのかもしれないんですけれど

も、我々患者の立場から考えると、専門性に基づいて薬が処方されてるわけですから、基本的には

それを信頼して必要な医療であればちゃんと提供してもらって、それができれば無料で保障される

という仕組みを求めて行くという事にしか、基本的に僕らの立場ではならないのかなと思ってい

る。 

一方、医学側の先生たちのところで、どういう患者さんであればどういう治療をしていくのがいい

のか、やっぱり一般的に薬使い過ぎという話があるとしても、個々の患者さんの個々の疾患の違い

とか、いろんな要因の違いが非常に個別性のあるものですから、なかなか一般的に全体として薬使

い過ぎだという話についてどう考えるかと言われても、ちょっと難しいところがあるなと僕は思っ

ている。うまくお答えないんですけど、私はそう思っています。 

質問： 

2点ありまして、まずは今回のOTC類似薬の保険適用除外を批判するとの事だったんですけども、

中村先生は OTC 薬が増えること、一応セルフメディケーションには反対されているという印象を

受けたんですけども、セルフメディケーションによって OTC 薬を自分で薬剤として買いに行く。
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ちょっと、保険はないですけれども、その意思で自分の健康を保つということは、これは有りなの

かという認識。これ僕は正しいんじゃないか（と思う）。正しいというか、自助努力というか そう

感じた事。これについてどう思われてるかという点が第 1 点。 

もう 1 点は、医療保険が膨れ上がってきてること事実で、今の高齢化の社会とか考えましても薬

が増えてるわけではありませんから、今まで変わってこなかった・・・、むしろ今薬を・・・自分

はてんかん協会の人間なんですけど、高てんかん薬というのは数が減っていまして獲得が大変なん

です。それを考えますと、保険を外すという行為、これはその膨れ上がってきている、医療費を減

らすという事につながるわけで、公費を増やすというのは税金が減ってきてる、納税率というか・・・

減ってきてるような状況で公費を増やすと言うのはさすがにこれは難しいんじゃないかなと感じ

たこと。これについて先生のご意見をお伺いしたいと思います。以上です。 

講師： 

セルフメディケーションというもの自体を否定するということがもちろん無いので、自分で健康に

気をつけて生活するという事って、それはもう必要な事であるのでそれは必要。 

ただお薬の場合は、OTC 薬・・・ちょっと前まで医療用医薬品だったものが OTC 薬として市販さ

れるようになりましたと。お医者さんに行かずに自分でそれを買いに行きます。それ自体が別に悪

い事ではないと思うんですけれども、問題なのはその OTC 薬を飲んで結局それで副作用が起こる

とか、健康被害が起こるという事がある事実として起こるんです。そういった場合にそのお薬とい

うのは、本来はお医者さんが処方していたので、その医師の管理とか指示の元に服用すべきであっ

たお薬だったんです。それが本当に市販になって、保険から外して・・・自分で飲むということで

その薬は「本当に大丈夫なの？」という事です。 

そこのところが我々にはやっぱり判らないです。究極的にはその薬が自分にどういう作用を及ぼし 

てるのかというのは判らないと思うんです。なので、本来は専門家の対応の元にお薬というのは基

本的には扱われなくてはならないと思うので、僕はこのセルフメディケーションという事でその自

主服薬という言葉が使われて、自分でお薬を買うという事が危険を伴うものであるというように国

は一定にちゃんと認識を示してくれないとダメじゃないかなと、それを推進するにしてもそう思う

わけです。 

その部分が例えば税制で、OTC 薬を飲んだら・・・買ったら税の優遇が受けられるような形で「OTC

薬をのみましょう」みたいなキャンペーンでやられるというのは、やっぱり少し医学的に不安を感

じる。 

ただ、もう 1 つあるのはセルフメディケーション思想というものが、本当に個人個人の健康を守ろ

うという事で言われてるのかという疑問もあって、日本の場合はやっぱり医療費を減らしていくと
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言う 2 つ目の話に繋がりますけど、医療費を減らしていくという政策の下で打ち出されていくと

いう事になりますから、医療費を抑制していくという流れのために皆さんにその流れの中で、健康

は自己責任だと究極的には繋がっていく話があって、この国の今までの政策から考えて今日のセル

フメディケーションという言葉の使われ方についての危惧というのがあるという事です。 

2 つ目は、医療保険財政がもう持たないんじゃないかという話ですね。 

これは、ご指摘自体はもうその通りで、医療保険財政はどんどん膨れていくという状況にあります

し、医療保険の仕組みというのは、医療をみんなが使えば使うほど保険料が高くなるという仕組み

になってるわけです。保険料高くなる。だから維新さん（日本維新の）とかが言ってるような形で、

医療費を減らして保険料下げていく必要があるんだと、そういう論議になっちゃうんですけれど

も、それで公費の話になる。 

やっぱり保険料の負担というのは、私たちが暮らしていく、普通に生活を送るために必要なお金に

食い込んでしまうとダメなんです。 

つまり保険料が高すぎて食費を削らなくてはいけないとか、そういうような事態が生み出されると

いうのはやっぱりおかしくて、それは医療というのは社会保障なので生存権保障の仕組みなので、

生存権保障の仕組みが自己負担によって、保険負担によって生存権を脅やかすというような矛盾が

起こってはならない。その矛盾が起こっているという事で、生存権保障である以上はその費用とい

うのは、払える人には払えるだけの額を払ってもらったら良いかもしれないですけれど、その人が 

払えないような金額の保険料は負荷されてはならないというのは、どう考えても原則だと思いま

す。 

保険料下げるのに医療費も減らさないんだったらどうすんだって言ったら、これは公費を増やすし

かない。それは絶対そうだと思う。 

ただ、その公費をどうやって増やすんですか。日本はもうこれだけ赤字になっているんだという話

です。それで基本的にちょっと考え直さないといけないのは、その社会保障とか医療とか福祉にか

かるお金をどうやって財源の確保をしていくのかという話は、今の日本の制度・政策の考え方とい

うのは、税収がこれだけあるから・・・税収がこれだけしかないからこの範囲にいかに社会保障費

を納めようかという議論になっているんですけれど、人権の保障というのはその国家の財政が悪化

してようがなんであろうが絶対国家は保証しないといけない。だからこの財源の考え方が単体で必

要な医療がこれだけあるとしたら、10 あるとしたら 10 ある医療保障のための税源をどうやって集

めるのかという議論をしないといけない。 

この議論が今逆転をしていて、税収がこんだけ低いんだから、国にこれだけ赤字があるんだから医

療を切り詰めなければならないという、そういう議論しかされていないところが問題。 
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どちらにしても社会保険料か税金かどっちかしか税源は絶対ないわけですから、全くそのことを回

避して公費を増やせということだけ言っていくのもダメだ。それはその通りなんです。やっぱり

我々は負担の議論もしないといけないけれども、単純に税収少ないです、医療費減らしましょうと

いう議論は、社会保障の財源の議論じゃないと思うんです。 

社会保障の財源議論というのは逆だ。必要な医療を保証するためにどうやって財源集めるんですか

という。その中でもちろん増税の議論もするし、税金の使い方の議論もしなければいけない。組み

換えも考えなければなら ない。そこのところまで戻らないと、この医療費増減増額という医療費

が拡大していっている大変だという状況を根本的に考えていく議論にはならないと思う。 

一応保険医協会 2017 年 19 年に一応財源提案やっていて、当時は消費税の増税を言われている・・・

社会保障税の一体改革の時期です。単純に消費税を社会保障の財源に全部するという議論にはなら

ないんじゃないかというのが保険医協会考えていて、消費税増税をしない形で社会保障の費用を今

後賄なっていくための増税の提案みたいなもの保険協会作っています。 

なので消費税増税ではないんですけど、そういう形の提案をしているんです。これまたホームペー

ジには載っているので見ていただきたいんですけれども、その時にも考えていたのはその問題で必

要な医療を保証するために税金をどう集めるかという議論が欠かせないという事であります。 

 

きょうされん京都支部 

事務局次長：西村 隆史： 

きょうされん京都支部の事務局におります西村と申します。 

きょうされんというのは、障害者 の事業所、事業所の連絡会なんですけれども、そこに今日は昼

からということで、なかなかそれも 3 連休の中日ということではあるにも関わらずたくさん参加

いただきました。 

中村さんの話が、聞いていましてなかなか聞き慣れない言葉とかも出てきたんですけれども、ぼや

ぼやっとしていた事がだんだんちょこちょこちょこっと判りかけてきたというのが正直なところ

で、それと自己責任論というのがありましたけれども、自己責任ということで施設とかサービスし

たらお金払いなさいというような事ができたんですけれども、それと結びついてきている考え方 

というのができているんかなというのは 1 つ思ったところです。 

それとお金の有る・無いという事で医療に掛かれない、薬がもらえないというのは今言われていま

すけれども、そういう事とも結びついてきやすい、健康か健康ではないかという事で分断されてく

るというか、そこでお金がまた関わってきて・・・こういう事がやっぱり阻止をしていくというか、

しなければならないなと思った。 
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そのためには学んで訴える力というか、そういう事を「きちんと力をつけていかなあかんなあ」「学

習をもっとしなあかんなあ」というのを感じました。 

では、学習会を終わらせていただきます。 

 

これからどういう取り組みをしていくのかは、4 団体で少し相談させていただきまして皆さんにお

願いする事になると思います。 

また具体的な中身についてはお知らせしたいと思います。 
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